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1.介護給付適正化について 

 

介護給付適正化は、介護を必要とする高齢者に対して、適正に

要介護認定をしたうえで、適切なケアマネジメントにより、過不足のな

い真に必要なサービスを見極め、適正なサービスが提供されるよう促

す取り組み。 

南部町では、国民健康保険連合会から提供される「ケアプラン分

析システム」により、指定居宅介護支援事業所、介護支援専門員

ごとの傾向も把握し、特定の介護サービスに偏らないケアプランが作

成されているか確認しています。 

 

2.南部町の居宅介護支援の特徴 

ケアプラン分析システム 令和 4年 2月審査より 

居宅介護利用者数  561 人 

居宅介護支援事業所数 町内 10 事業所 

 町外 17 事業所 

法人種別 社福法人 4 事業所 

 医療法人 1 事業所 

 民法法人 1 事業所 

 営利法人 3 事業所 

 その他 1 事業所 

居宅介護支援事業所 規模 58.8 人 

（看護）小規模多機能型居宅介護を含む 
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  保険者平均 
圏域平均 

(八戸地域) 
県平均 

医療系サービス ［%］ 16.74 18.43 14.51 

訪問系比率 ［%］ 54.69 60.45 65.48 

平均要介護度  2.61 2.49 2.39 

限度額に対する計画率 ［%］ 58.26 57.83 55.43 

1人あたりサービス種類数 ［種類］ 1.89 2.02 1.95 

1 サービス事業所あたり人

数 
［人］ 4.52 3.56 4.07 

介護支援専門員 1 人あ

たり人数(実績) 
［人］ 27.92 23.29 23.33 

 

3. 給付実績を活用したケアプランの分析・検証結果 

1）南部町では、圏域平均・県平均に比べて訪問系比率が低い。 

2）訪問介護や訪問看護、訪問リハビリといったサービスよりも通所サ

ービスの利用割合が高いことが考えられる。 

3）平均要介護度は 2.61。特定事業所加算を算定している場合、

支援が困難な事例でも適切に処理できる体制が整備されているなど

モデル的な居宅介護支援事業所が要件になる。中重度者や支援

困難ケースへの積極的な対応を行いましょう。 

4）介護支援専門員 1 人あたり人数は 27.92 人で、一人の介護

支援専門員が持つ利用者の人数が、圏域平均・圏域平均に比べ

多い。 

5）認知症老人徘徊感知器の貸与が 6 件あり、いずれの利用者も

認定調査では 3-8徘徊 なし でした。うち、歩行できない方が 3名、

車いすも貸与している方が 4名でした。 
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徘徊感知器とは、認知症である高齢者が屋外に出てしまうことを

防ぐ目的で、センサーを利用して感知するものです。 

 

・ドアや玄関を通過した時に知らせてくれるもの 

・ベッドから離れた時に知らせてくれるもの 

・利用者本人が携帯し知らせてくれるもの 

などがあります。 

 

 在宅とは違い、有料老人ホーム入居中に利用する場合は、貸与

が本人のために必要なものであるのか、介護方法や施設の対応によ

り解決するべきものなのか、妥当性を検討すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 


